
生駒市条例第５号 

生駒市行政財産使用料条例をここに公布する。 

平成２５年３月２９日 

生駒市長 山下 真 

 

生駒市行政財産使用料条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２３８条の４第７項の規定による許可（以下「使用許可」という｡)を

受けてする行政財産の使用につき徴収する使用料に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（使用料の納付） 

第２条 使用許可を受けた者（以下「使用者」という｡)は、使用料を納付しなけ

ればならない。 

（使用料の額） 

第３条 土地を使用する場合の使用料の年額は、市長の評定した土地価格に１０

０分の４を乗じて得た額とする。 

２ 建物の全部を使用する場合の使用料の年額は、次に掲げる額を合計した額と

する。 

(1) 市長の評定した建物価格に１００分の７を乗じて得た額 

(2) 当該建物の敷地の用に供する土地について前項の規定により算出した額 

３ 建物の一部を使用する場合の使用料の年額は、前項の規定により算出した当

該建物の使用料の額に、当該建物の延べ面積に対する使用部分の面積の割合を

乗じて得た額とする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、生駒市道路占用料に関する条例（昭和３５年６



月生駒市条例第９号）別表に掲げる工作物、物件又は施設を設置するために土

地又は建物を使用する場合の使用料の額は、同表の規定に準じて算出した額と

する。 

５ 前各項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の使用料の

額は、市長が定める額とする。 

(1) 使用料の額が前各項の規定によることが適当でないと市長が認める場合 

(2) 土地及び建物以外の行政財産を使用する場合 

６ 第１項から第３項までの規定により使用料を算出する場合において、使用許

可の期間が１年に満たないときは、日割りにより使用料の額を算出するものと

する。 

７ 第１項から第３項までの規定により算出した使用料の額に１０円未満の端数

がある場合は、その端数を１０円に切り上げるものとする。 

８ 第１項から第３項までの規定により算出した使用料の額が１００円未満であ

る場合における使用料の額は、１００円とする。 

（使用料の徴収方法等） 

第４条 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合

は、使用料を後納とし、又は分割して納付させることができる。 

２ 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、使用者がその責めに帰すこ

とができない理由により使用することができない場合その他特別の事情がある

と認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。 

（使用料の減免） 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免すること

ができる。 

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体が公用若し

くは公共用又は公益事業の用に使用する場合 



(2) その他市長が特に必要があると認める場合 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（過料） 

第７条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その

徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５０，０

００円を超えない場合は、５０，０００円とする｡)以下の過料を科する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例の規定は、平成２６年４月１日以後の行政財産の使用に係る使用料

について適用する。 


